
学童保育所 
 

◇募集 臨時指導員（1 日４時間以上、週 3 日以上勤務できる方、登録制、高校生不可） 

１．仕事の内容 

小学校低学年（1～3 年生、障がい児は 4 年生まで）の学童を、家庭に代わって放課後や学校の休業日（土曜

日、夏休み等）に保育を行ないます。 

①安全の確保  … 学童が楽しく元気に過ごせるよう、健康状態に配慮し、事故や怪我の発生を防ぐ。 

②児童健全育成 … 学童が自由な遊びや集団生活を通して健全育成が図れるよう適切なかかわりをする。 

③学童の帰宅  … 学童の帰る時間を把握し、安全かつ適切に帰宅できるようにする。 

④保育の報告  … お迎え時や連絡帳等を介して、保育中の様子を保護者に伝える。 

⑤施設事務   … 施設責任者の指示、指導のもと、必要な事務を行なう。 

⑥その他    … 障がい児保育、延長保育、日々のおやつ準備と片付け、行事の企画と運営を行なう。 

 

２．就業場所 … 八王子市内にある学童保育所で、八王子市社会福祉協議会が指定管理運営している 38 施設の

うちいずれか（主に障がい児の保育となります。通勤時間を考慮します。） 

 

３．雇用期間  

 

 

 

 

４．賃金（予定） 

 

 

 

 

 

５．労働時間（週 20 時間未満）と休憩時間 

 予想される就業時間 1 日の最大労働時間 休憩時間 

小学校の授業があるとき 13：00～18：30 5 時間 30 分 なし 

土曜日、春休み、夏休み、

冬休み、学級閉鎖等 

08：30～17：３0 
8 時間 00 分 60 分 

09：30～18：３0 

※ 延長保育により就業時間が変更する場合があります。 

※ 学童保育所最大開所時間帯…8：00～19：30 

 

◇応募方法 
（１）提出書類 

①直筆の履歴書 

②資格（保育士または教員免許）の写し 

（２）１次面接の日時を電話予約（042-620-7284）してください。 

（３）面接日当日に履歴書等をご提出いただいた後に登録し、後日学童保育所を紹介いたします。 

 

面接場所…八王子市役所地下１階 社会福祉協議会事務局（提出された書類の返却は行いません。） 

希望条件等によっては、採用できない場合がございますので、ご承知おきください。 

 

お問い合わせ 

社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会 学童保育課 
〒192-8501 八王子市元本郷町 3-24-1 八王子市役所内 

電話０４２（６２０）７２８４ ＦＡＸ０４２（６２５）３５８０ 

１回目任用 … ２ヶ月以内の雇用 
試用期間（累計６ヶ月） 

２回目任用 … ４ヶ月以内の雇用 

３回目任用 … 平成２７年３月３１日までの雇用（勤務実績に応じて年次有給休暇付与する場合あり） 

※ 児童退所による異動、雇用期間の短縮が発生する場合があります 

時間給の条件 資格（保育士または教員免許） 
無し 時給 930 円 

有り 時給 1,010 円 

※ その他の手当 … 通勤手当（片道 2 ㎞以上）、時間外手当 

※ 社会保険（健康保険、厚生年金保険、雇用保険）の加入はありません。 


